
実施状況報告書関係作成について

島根県農地・水・環境保全協議会

令和７年度 多面的機能支払交付金

○今回の資料中の様式は、要点の説明のため実際の様式を編集しています。
実施状況報告書等は正式な様式をご使用ください。

○今回の資料中の各支払を次のように記載しています。
・農地維持支払 ・・・農地維持
・資源向上支払（共同） ・・・共同
・資源向上支払（長寿命化）・・・長寿命化
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作成資料について

【市町村への提出資料】
市町村が定めた期日までに関係資料を作成し提出してください。

○活動記録（様式第１－６号） ・・・ P9～P10参照

○金銭出納簿（様式第１－７号） ・・・ P29～P30参照

○実施状況報告書（様式第１－８号）・・・P35～P45参照
※活動報告確認票（別記１－５様式第１号）の作成（広域組織が対象）・・・P46参照
※当該年度交付金の３割を超え、かつ、１００万円以上の持越金がある場合
（別紙）持越金の使用予定表（農地維持・共同）及び（長寿命化）・・・P47参照
※計画を変更した場合の変更届・・・P50参照

上記の様式は、国で定められたものであり、独自で記入欄の追加などの加工はできません。

【整理・保管すべき参考資料】
○領収書など支出の証拠書類 ・・・P31参照

○機能診断結果の記録 ・・・P28参照

○推進活動（P26参照）、総会、監査報告資料

※上記の資料は、市町村が実施状況報告書を確認する際に提示を求める場合がありますので、
整理をお願いします。 1



令和７年度 改正点について

交付金の加算措置を拡充します

（１）組織の体制強化への支援

広域活動組織の設立と活動支援班※の設置を併せて実施した広域活動組織
に対し、４０万円/組織を加算します。
※広域活動組織に複数の集落をまたいで共同活動を行う班

【活動支援班による支援体制のイメージ】
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令和７年度 改正点について

交付金の加算措置を拡充します

（２）環境負荷低減の取組への支援

環境負荷低減の取組を促進するため、これまで環境保全型農業直接支払交
付金において支援してきた長期中干し等の水管理を伴う取組への支援につい
ては、地域でまとまりをもって取り組むことで効率的かつ効果的に推進されるこ
とが期待できることから、令和７年度からは資源向上支払の加算措置（みどり加
算）として支援します。

【加算措置】
交付単価

800
4,000
8,000
3,000

作溝実施 4,000
作溝未実施 3,000

環境負荷低減の
取組への支援

化学肥料と化学合成農薬を
原則５割以上低減する取組と
併せて環境負荷軽減に取り
組む面積が増加する場合

項目
長期中干し
冬期湛水
夏期湛水
中干し延期

江の設置等

（円/10a）
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令和７年度 改正点について

増進加算の対象活動を追加します

加算対象活動に「広域活動組織における活動支援班による活動の実
施」、「水管理を通じた環境負荷低減活動の強化」の項目を追加します。

【増進加算の対象活動】
ａ：遊休農地の有効活用 ｂ：鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化
ｃ：地域住民による直営施工 ｄ：防災・減災力の強化

ｅ：農村環境保全活動の幅広い展開 ｆ：やすらぎ・福祉及び教育機能の活用

ｇ：農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化
ｈ：広域活動組織における活動支援班による活動
  の実施【R7追加】

ｉ：水管理を通じた環境負荷低減の活動の強化
  【R7追加】
ｊ：ａ〜ｉのほか、都道府県が実施要綱に基づく基本方針において対象活動とすることとした活動
ｋ：広報活動・農的人口の拡大
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令和７年度 改正点について

資源向上支払（長寿命化）の交付単価を見直します

資源向上支払（長寿命化）の基本単価を適用する要件の変更
限られた予算の中でより多くの長寿命化対策を進めるため、活動組織の規模に関わ

らず、直営施工を実施する場合において、資源向上支払（長寿命化）の基本単価を適用
することとします。（直営施工を実施しない場合は、資源向上支払（長寿命化）の基本単
価に5/6を乗じます。※）

※令和６年度に資源向上支払（長寿命化）を行っている場合、同年度を含む活動期間中
は、交付単価に係る経過措置が適用されます。
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環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）が事業要件になります。

チェックシート方式により、環境負荷低減の取組の実践を要件化

 令和７年度から、全ての活動組織が「環境負荷低減のチェックシート」に取り組む内容を記入して市町村に提出する必要があります。

申請時

事業計画の認定申請時に、「申請（します）」の欄にチェックを入れ、事業計画書と併せて市町村長に提出します。

報告時

活動期間の最終年度の実施状況報告時に「報告時（しました）」の欄にチェックを入れ、実施状況報告書と併せて市町村長に提出します。

申請時

報告時

：申請時記入

：報告時記入

※１の活動は、Ｐ３に記載されている化学肥
料と化学合成農薬を原則５割以上低減する
取組と併せて長期中干しや冬季湛水・夏季
湛水などを実施する活動のことです。
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令和７年度 改正点について

事務負担の軽減を図ります！

①様式を簡素化します！

○住所の記入欄の削除
様式の記入作業の省力化や個人情報の取扱いの観点から、住所の記

入欄を廃止します。

記入項目

・分類 ・分類

・氏名 ・氏名

・住所  ・住所
・団体名等 ・団体名等

（規約別紙）

１．代表

活動支援班員

○○ ○○
２．役員

活動支援班員

○年○月○日

○○・・・・・・活動組織構成員一覧
以下３．の構成員は、○○・・・・・・活動組織へ参加するとともに、活動組織の代表、役員を下記１．２．の

とおり定めます。

氏名役職名          備考

役職名 氏名          備考

構成員名簿

住所の記入欄を削除

活動計画書

○活動計画の記入欄の簡素化

様式の記入作業の省力化を図るため、活動計画については、月別の記入
欄を廃止し、各活動項目の欄に○を記入するよう変更しています。

（例）

これまで 活動ごとに実施予定月の記入が必要

改正後 実施予定の有無のみの記入に変更
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令和７年度 改正点について

○開始時間と活動区分の記入欄の削除等

様式の記入作業の省力化を図るため、活動の開始時間と活動区分の記入欄を廃止します。
また、活動時間の入力を選択式にする、日付順に自動で行を並び替える機能を追加するなど、
様式の改善を行っています。

4/1 3.5時間 10人 4人 14人 6 14 農地維持,農
地維持

6 鳥獣害防護柵等の保守管
理,14 ため池の泥上げ

4/8

日付 農業者
農業者
以外

総参加
人数

支払区分 活動項目活動時間

活動実施日及び活動時間 活動参加人数

活動項目番号（左詰め）

活動内容

備考（具体的な活動内容を記入）

活動時間の入力は選択式に 活動区分の記入欄を削除

日付順位自動で並び替え 開始時間の記入欄を削除

活動記録
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「活動記録」の作成について

金銭の支出の有無に関わらず、活動計画に位置付けた活動を行った場合には、それらの全てを本様式に記載してください。
また、活動の取りまとめ等の事務処理や打合せ等も記入してください。

資源向上活動（共同・長寿命化）においては、機能診断の結果を踏まえて必要と判断したものについて、実践活動や長寿
命化工事を行います。このため、
・機能診断の結果
・機能診断の結果を踏まえた実践活動の優先順位や具体的な対応方針等については、記録を残し、構成員の間で認識を
共有する等が重要です。

機能診断結果の記録について

• 活動計画書に位置付けた活動は、研修を除き、毎年度実施する必要があります。ただし、点検及び機能診断の
結果、実施する必要がない活動は除きます。（P１８～２４参照）

• 活動計画書に位置付けた全ての活動について、活動を実施したら、その内容を活動記録に記録する必要があり
ます。（詳細は次ページ）

記入内容について
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「活動記録」の作成について
農林水産省様式（様式第１－６号）

組織名︓【活動組織から市町村に提出するもの】

○○・・・・・・活動組織年度 多面的機能支払交付金 活動記録

備考（具体的な活動内容を記入）

活動内容

活動項目番号（左詰め）

活動参加人数活動実施日及び活動時間

活動項目支払区分総参加
人数

農業者
以外農業者活動時間日付

各者３回実施
5 畦畔・法面・防風林の草刈
り農地維持530人5人25人3.5時間4/1〜

10/31

総会、検討会

300 会議,2 年度活動計画の
策定,28 年度活動計画の策
定,34 生物多様性保全計画の
策定,17 農業者の検討会の開
催

-,農地維持,
共同,共同,農
地維持

173428230070人35人35人1時間4/5

①「日付」
・活動実施日を記入してください。前年度及び翌年度の活動は対象となりません。

・一定の期間を設けて活動された場合は、上図のように記載してください。なお、日当等の支出が伴う場合は、作業日毎の記録（支出額）を整理して活
動記録と一緒に保管してください。
②「活動時間」

・休憩時間を含まない実働時間を30分単位で記入してください。「開始時刻」の記入は不要となりました。
③「活動参加人数」

・活動に参加された構成員を農業者と農業者以外に分けて記入してください。
④「活動項目番号」

・取組番号の早見表※の中から該当する番号を記入してください。
※P18～P25参照

⑤「支払区分、活動項目」
・支払区分は、④で入力した取組番号が農地維持、共同、長寿命化のどれに該当しているかが示されます。
・活動項目は、④で入力した取組番号の取組内容が示されます。
支払区分、活動項目ともに④の活動項目番号を入力すると、自動で表示されます。

⑥「備考」
・参考となる内容を記入してください。（集落名、水路名、具体的な活動内容 など）

取組番号の早見表にない活動に日当等の支出があった場合は、返還になる可能性が生じます。
実施したい活動が本交付金の対象となるか不明な場合は、市町村等にご相談ください。

農業者 農業者以外 合計

35人 35人 70人

35人 35人 70人
様式欄外（参考）
活動に参加した延べ人数

活動に参加した最大人数

「最大人数」の欄は、「活動参加人数」欄の「農業者」、「農業者以外」それぞれについて年間最大の人数を選び、
その合計を記入してください。
「延べ人数」の欄には、 「農業者」、「農業者以外」のそれぞれの合計人数を記入してください。

活動時間は、休憩時間を除いた時間を記入してください。
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長寿命化の活動記録の作成について

（様式第１－６号） 農林水産省様式
【活動組織から市町村に提出するもの】 組織名︓

○○ ・・・活動組織

10/10 3時間 3人 3人 6人 61 農地維持 61水路の補修 水路の破損部分の補修

施工前草刈り

10/11 4時間 3人 3人 6人 61 農地維持 62水路の補修 水路の破損部分の補修
目地詰め施工

10/12 0.5時間 2人 1人 3人 61 農地維持 63水路の補修
水路の破損部分の補修

完了検査
L＝30ｍ

農業者
以外

総参加
人数

支払区分 活動項目

年度 多面的機能支払交付金 活動記録
活動実施日及び活動時間 活動参加人数

活動項目番号（左詰め）

活動内容
備考（具体的な活動内容

を記入）日付 活動時間 農業者

直営施工の場合

（様式第１－６号） 農林水産省様式
【活動組織から市町村に提出するもの】 組織名︓

○○ ・・・活動組織

10/10 3時間 3人 3人 6人 61 農地維持 61水路の補修 水路の破損部分の補修
現場説明

10/11 4時間 3人 3人 6人 61 農地維持 62水路の補修
水路の破損部分の補修
自主施工（施工前草刈
り）

10/12〜
10/20

3時間 3人 3人 6人 61 農地維持 61水路の補修 水路の破損部分の補修
業者委託

10/22 0.5時間 2人 1人 3人 61 農地維持 63水路の補修
水路の破損部分の補修
完了検査
L＝30ｍ

総参加
人数

支払区分 活動項目

活動実施日及び活動時間 活動参加人数

活動項目番号（左詰め）

活動内容
備考（具体的な活動内容

を記入）日付 活動時間 農業者
農業者
以外

年度 多面的機能支払交付金 活動記録

委託の場合
活動計画書において、「全部直営施工又は一部直営施工を実施する」を選択
している場合は、直営施工の記録が必要となります。

契約の工期を記入してください。

現地で確認した完成数量を必ず記入してください。

※直営施工として草刈りなどを実施した際に日当等が発生すれば、長寿命化の交付金からの支出となります。

現地で確認した完成数量を必ず記入してください。
委託の場合は、契約以上の数量が必要です。

活動時間は、休憩時間を除いた時間
を記入してください。
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（例）長期中干しの場合

備考（具体的な活動内容を記入）
活動内容

活動項目番号（左詰め）
活動参加人数活動実施日及び

活動時間

活動項目支払区分総参加
人数

農業者
以外農業者活動時間日付

溝切り○本（本/10a）実施
58-3 水管理を通じた環境負荷低
減活動の強化共同58-

31人1人2時間○/○

中干し（○月○日～○月○日、
○日間）

58-3 水管理を通じた環境負荷低
減活動の強化共同58-

31人1人○/○

（例）冬期湛水、夏期湛水の場合

備考（具体的な活動内容を記入）
活動内容

活動項目番号（左詰め）
活動参加人数活動実施日及び

活動時間

活動項目支払区分総参加
人数

農業者
以外農業者活動時間日付

湛水ほ場の畔塗り
58-3 水管理を通じた環境負荷低
減活動の強化共同58-

32人2人2時間○/○

湛水ほ場の見回り、水位管理
（湛水期間：12月5日～2月
10日。）

58-3 水管理を通じた環境負荷低
減活動の強化共同58-

32人2人0.5時間○/○

湛水ほ場の見回り、水位管理
58-3 水管理を通じた環境負荷低
減活動の強化共同58-

32人2人0.5時間○/○

「58-3 水管理を通じた環境負荷低減活動の強化」の作成について
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（例）中干し延期の場合

備考（具体的な活動内容を記入）
活動内容

活動項目番号（左詰め）
活動参加人数活動実施日及び

活動時間

活動項目支払区分総参加
人数

農業者
以外農業者活動時間日付

中干し（○月○日～○月○
日）（慣行的な中干し開始時
期：○月○日）

58-3 水管理を通じた環境負荷低
減活動の強化共同58-

32人2人○/○

（例）江の設置の場合

備考（具体的な活動内容を記入）
活動内容

活動項目番号（左詰め）
活動参加人数活動実施日及び

活動時間

活動項目支払区分総参加
人数

農業者
以外農業者活動時間日付

江の設置（補修）(（江の形
状：長さ○ｍ、水面幅○cm、
深さ○cm）深みの設置（底面
からの深さ○cm、○箇所）

58-3 水管理を通じた環境負荷低
減活動の強化共同58-

32人2人2時間○/○

江の設置期間（湛水期間：○
月○日～○月○日）

58-3 水管理を通じた環境負荷低
減活動の強化共同58-

32人2人○/○

「58-3 水管理を通じた環境負荷低減活動の強化」の作成について
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「田んぼダム加算」を受ける場合、活動計画書の「３．（２）１）農村環境保全活動」のうち、テーマ「水田貯留機能増進・地
下水かん養」又は「３．（２）２）多面的機能の増進を図る活動」のうち、「55 防災・減災力の強化」のいずれかを選択し、当

該活動項目の中で田んぼダムに取り組んでください。活動記録においては、選択した活動項目番号を用いて行った活動
内容を記入してください。

（例）「農村環境保全活動」で田んぼダムに取り組む場合

備考（具体的な活動内容を記入）
活動内容

活動項目番号（左詰め）
活動参加人数活動実施日及び

活動時間

活動項目支払区分総参加
人数

農業者
以外農業者活動時間日付

年度計画の策定
37 水田貯留計画、地下水かん養計
画の策定共同378人3人5人2時間4/5

田んぼダム説明会、堰板の設置
48 水田の貯留機能向上活動
（水田貯留機能増進・地下
水かん養）

共同48110人10人100
人2時間4/20

（例）「多面的機能の増進を図る活動」で田んぼダムに取り組む場合

備考（具体的な活動内容を記入）

活動内容

活動項目番号（左詰め）

活動参加人数活動実施日及び
活動時間

活動項目支払区分総参加
人数

農業者
以外農業者活動時間日付

田んぼダム説明会、堰板の設置55 防災・減災力の強化共同55110人10人100
人2時間4/20

田んぼダム加算に係る活動記録の作成について

14



「みどり加算」を受ける場合、「生産記録」（参考様式）に活動内容を記入してください。

• 対象取組の実施時期、肥料や農薬の使用記録を整理した生産記録を作成する必要があります。

• 必要に応じて、実施状況がわかる写真を撮影し、整理します。詳細は、市町村に確認してください。

「生産記録（参考様式）」の作成について

※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照

15



※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照

「生産記録（参考様式）」の作成について

• 対象取組の実施時期、肥料や農薬の使用記録を整理した生産記録を作成する必要があります。

• 必要に応じて、実施状況がわかる写真を撮影し、整理します。詳細は、市町村に確認してください。

※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照

「みどり加算」を受ける場合、「生産記録」（参考様式）に活動内容を記入してください。

16



「活動記録」 作成の注意事項

【農地維持】
取組番号１.「施設の点検」

取組番号２.「農地維持の年度活動計画の策定」（年度当初の総会又は役員会等）・・・毎年度、地域の合意で活動の計画。

取組番号３.「事務・組織運営の研修、機械の安全使用に関する研修」・・・研修会に出席されても活動記録にないと実績

になりません。

取組番号５.「畦畔、農用地法面の草刈り活動」・・・日当が発生しなくても活動記録が必要です。（Ｐ9参照）

取組番号17～23.「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」（検討会等）・・・話し合いの内容の記録、調査結果を

整理したものを残しておくことが必

要です。・・・Ｐ26参照

【資源向上（共同）】
取組番号24～27.「機能診断」

取組番号28.「共同及び選択したテーマの年度活動計画の策定」（年度当初の総会又は役員会等）・・・毎年度、地域の合意

で活動の計画。

取組番号29.「機能診断・補修技術等の研修」・・・研修会に出席されても活動記録にないと実績になりません。

取組番号51.「農村環境保全活動で選択したテーマに沿った啓発・普及の活動」（看板、チラシ作成・配布など）

取組番号52～60.「多面的機能の増進を図る活動」（農地周りの環境改善活動の強化など）・・・増進活動に取組む組織が該当

【資源向上（長寿命化）】
1.委託の場合は契約期間を記載

2.直営施工及び委託での補修等は完成数量の記入

1.総会時の資料（議事録）、総会に欠席された方への周知方法 ・・・P55参照

2.監査報告の資料 ・・・P30参照

3.単価等地域の取り決めを記載した際の内規（単価表など） ・・・P28参照

4.推進活動の資料（議事録、アンケート集計表など） ・・・P26参照

5.備品台帳の資料（デジカメなど交付金で購入した備品の保管場所などを整理）・・・P28参照
17
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島根県地域活動指針
１　農地維持活動

（１）地域資源の基礎的な保全活動

活動項目 取組番号 取組の内容 活動要件

点検 1

【農用地】

・遊休農地等の発生状況の把握
【水路(開水路、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）】
・施設の点検

【農道】
・施設の点検
【ため池（管理道路含む）】
・施設の点検

活動計画書に位置付けた農用地及び水路等
の施設について、遊休農地の発生状況等の把

握、泥の堆積状況等の点検を毎年度実施す
る。

年度活動計画の策定 2 ・年度活動計画の策定

点検結果を踏まえて、実践活動に関する年度
計画を毎年度策定する。

事務・組織運営等に関する研修
機械の安全使用に関する研修 3

・活動に関する事務（書類作成、申請手続き等）や組織の運営に関する研修

・共同活動で使用する機械又は使用頻度の高い機械（刈払機など）につい
て、安全使用に関する研修、講習等を開催又はそれに参加

事務・組織運営等に関する研修、機械の安全

使用に関する研修について、５年間に各１回以
上実施する。

遊休農地発生防止のための保全管理 4 ・遊休農地発生防止のための保全管理

畦畔・法面・防風林の草刈り 5
・畦畔・農用地法面等の保全管理
・防風林の枝払い・下草の草刈り

鳥獣害防護柵等の保守管理 6
・鳥獣害防護柵等の適正管理
・防風ネットの適正管理

水路の草刈り 7
・水路の草刈り

・ポンプ場、調整施設等の草刈り

水路の泥上げ 8
・水路の泥上げ
・ポンプ吸水槽等の泥上げ

水路付帯施設の保守管理 9
・かんがい期前の注油
・ゲート類等の保守管理

・遮光施設の適正管理

活動区分

点
検
・

活
動
計

画
策
定

点検

計画策定

研修

活動計画書に位置付けた農用地及び水路等

の施設について、遊休農地発生防止のための
保全管理、畦畔・法面・防風林の草刈り等を
毎年度実施する。

ただし、下線部の活動については、点検結果
に基づき、必要となる活動項目を実施する。

水路

実
践

活
動

農用地

取組番号の早見表について（農地維持）

活動項目番号

事務処理 200
会議など 300

活動項目番号表

毎年度必ず実施しなければならない活動 18



取組番号の早見表について（農地維持）

活動項目 取組番号 取組の内容 活動要件

農道の草刈り 10 路肩・法面の草刈り

農道側溝の泥上げ 11 側溝の泥上げ

路面の維持 12 路面の維持

ため池の草刈り 13 ため池の草刈り

ため池の泥上げ 14 ため池の泥上げ

ため池付帯施設の保守管理 15

・かんがい期前の施設の清掃・防塵
・管理道路の管理

・遮光施設の適正管理
・ゲート類の保守管理

異常気象時の対応 16
・異常気象後の見回り（農用地、水路、農道、ため池）
・異常気象後の応急措置（農用地、水路、農道、ため池）

（２）地域資源の適切な保全管理のための推進活動

活動項目 取組番号 取組の内容 活動要件

農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会の開
催 17 ・農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会の開催

農業者に対する意向調査、農業者による現地調査 18 ・農業者に対する意向調査、農業者による現地調査

不在村地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査 19 ・不在村地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査

地域住民等（集落外の住民・組織等も含む）との意見交換・ワーク
ショップ・交流会の開催 20

・地域住民等（集落外の住民・組織等も含む）との意見交換・ワークショップ・
交流会の開催

地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査 21 ・地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査

有識者等による研修会、有識者を交えた検討会 22 ・有識者等による研修会、有識者を交えた検討会

その他（地域の実情に応じて対象組織が具体的に設定） 23 ・その他（地域の実情に応じて対象組織が具体的に設定）

活動区分

実
践

活
動

農道

活動計画書に位置付けた農用地及び水路等
の施設について、遊休農地発生防止のための
保全管理、畦畔・法面・防風林の草刈り等を

毎年度実施する。
ただし、下線部の活動については、点検結果
に基づき、必要となる活動項目を実施する。

ため池

共通

活動区分

地域資源の適切な保全管理の
ための推進活動

該当する活動項目を選択し、毎年度実施す
る。

毎年度必ず実施しなければならない活動（ため池の草刈りは、施設がある場合のみ）
推進活動については、計画した活動項目のみ実施
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取組番号の早見表について（共同）

２　資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活動）

１　施設の軽微な補修

活動項目 取組番号 取組の内容 活動要件

農用地の機能診断 24
【農用地】
・施設の機能診断

・診断結果の記録管理

水路の機能診断 25
【水路(開水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）】

・施設の機能診断
・診断結果の記録管理

農道の機能診断 26
【農道】

・施設の機能診断
・診断結果の記録管理

ため池の機能診断 27
【ため池】
・施設の機能診断
・診断結果の記録管理

年度活動計画の策定 28 年度活動計画の策定
機能診断結果を踏まえて、実践活動に関する
年度計画を毎年度策定する。

機能診断・補修技術等に関する研修 29

・対象組織による自主的な機能診断及び簡単な補修に関する研修

・老朽化が進む施設の長寿命化のための補修、更新等に関する研
修
・農業用水の保全、農地の保全や地域環境の保全に資する新たな

施設の設置等に関する研修

機能診断・補修技術等に関する研修につ
いて、５年間に１回以上実施する。

実
践
活
動

農用地の軽微な補修等 30

・畦畔の再構築

・農用地法面の初期補修
・農用地進入路の適正管理
・暗渠施設の清掃

・農用地の除れき
・鳥獣害防護柵の補修・設置
・防風ネットの補修
・きめ細やかな雑草対策

・きめ細やかな遊休農地発生防止のための保全管理
・牧柵の補修・設置
・雑用水施設（牛馬の水飲み場）の補修・設置

・給水施設（栓）の補修

活動計画書に位置付けた農用地及び水路

等の施設について、農用地の軽微な補修
等、必要な活動項目を毎年度実施す
る。

活動区分

機
能
診
断

・
計
画

策
定

機能診断

活動計画書に位置付けた農用地及び水
路等の施設について、施設の機能診
断、診断結果の記録管理を毎年度実施

する。

計画策定

研修

農用地

資源向上支払（共同）に取り組む組織が毎年度必ず実施しなければなら
ない活動（ため池の機能診断については、施設がある場合のみ） 20



取組番号の早見表について（共同）

活動項目 取組番号 取組の内容 活動要件

水路の軽微な補修等 31

・水路側壁のはらみ修正
・目地詰め

・表面劣化に対するコーティング等
・不同沈下に対する早期対応
・側壁の裏込材の充填、水路耕畔の補修
・水路に付着した藻等の除去

・水路法面の初期補修
・破損施設の補修
・きめ細やかな雑草対策

・パイプラインの破損施設の補修
・パイプ内の清掃
・配水操作

・給水栓ボックス基礎部の補強
・破損施設の補修（水路の付帯施設）
・給水栓に対する凍結防止対策
・空気弁等への腐食防止剤の塗布等

・遮光施設の補修等
・安全施設の補修等

農道の軽微な補修等 32

・路肩、法面の初期補修
・軌道等の運搬施設の維持補修
・破損施設の補修

・きめ細やかな雑草対策
・側溝の目地詰め
・側溝の不同沈下への早期対応

・側溝の裏込材の充填
・破損施設の補修（農道の付帯施設）
・安全施設の補修等

ため池の軽微な補修等 33

・遮水シートの補修
・コンクリート構造物の目地詰め

・コンクリート構造物の表面劣化への対応
・堤体侵食の早期補修
・破損施設の補修

・きめ細やかな雑草対策
・破損施設の補修（ため池の付帯施設）
・遮光施設の補修等
・安全施設の補修等

活動区分

実

践
活
動

水路

活動計画書に位置付けた農用地及び水路
等の施設について、農用地の軽微な補修
等、必要な活動項目を毎年度実施す

る。

農道

ため池

21



取組番号の早見表について（共同）
２　農村環境保全活動

テーマ

生態系保全 生物多様性保全計画の策定 34 ・生物多様性保全計画の策定

水質保全 水質保全計画、農地保全計画の策定 35
・水質保全計画の策定
・農地の保全に係る計画の策定

景観形成・生活環
境保全

景観形成計画、生活環境保全計画の策定 36 ・景観形成・生活環境保全計画の策定

水田貯留機能増
進・地下水かん養

水田貯留機能増進計画、地下水かん養活動計画の策定 37
・水田貯留機能増進に係る地域計画の策定
・地下水かん養に係る地域計画の策定

資源循環 資源循環計画の策定 38 ・資源循環に係る地域計画の策定

生物の生息状況の把握 39 ・生物の生息状況の把握

外来種の駆除 40 ・外来種の駆除

その他（生態系保全） 41

・生物多様性保全に配慮した施設の適正管理
・水田を活用した生息環境の提供

・生物の生活史を考慮した適正管理
・在来生物の育成
・希少種の監視

水質モニタリングの実施・記録管理 42 ・水質モニタリングの実施・記録管理

畑からの土砂流出対策 43
・排水路沿いの林地帯等の適正管理
・沈砂池の適正管理
・土壌流出防止のためのｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ等の適正管理

その他（水質保全） 44

・水質保全を考慮した施設の適正管理

・水田からの排水（濁水）管理
・循環かんがいの実施
・非かんがい期における通水
・管理作業の省力化による水資源の保全

計画策定

選択したテーマについて、基本方針、保全方
法、活動内容等を示した計画を毎年度策定す
る。

活動区分
活動項目 取組番号 取組の内容 活動要件

実践活動

生態系保全

選択したテーマに基づき、生態系保全を図る

ため、生物の生息状況の把握等の活動項目を
毎年度１つ以上実施する。

水質保全

選択したテーマに基づき、水質保全を図るた
め、水質モニタリングの実施・記録・管理等の

活動項目を毎年度１つ以上実施する。

選択したテーマについて毎年度必ず実施
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取組番号の早見表について（共同）

テーマ

植栽等の景観形成活動 45
・景観形成のための施設への植栽等
・農用地等を活用した景観形成活動

施設等の定期的な巡回点検・清掃 46 ・施設等の定期的な巡回点検・清掃

その他（景観形成・生活環境保全） 47
・農業用水の地域用水としての利用
・管理・伝統的施設や農法の保全・実施
・農用地から風塵の防止活動

水田の貯留機能向上活動 48 ・水田の貯留機能向上活動

水田の地下水かん養機能向上活動・水源かん養林の保全 49
・水田の地下水かん養機能向上活動
・水源かん養林の保全

資源循環 地域資源の活用・資源循環活動 50 ・地域資源の活用・資源循環のための活動

選択したテーマに基づき、資源循環を図るた
め、地域資源の活用・資源循環のための活動
を毎年度実施する。

啓発・普及活動 51

・広報活動
・啓発活動
・地域住民等との交流活動
・学校教育等との連携
・行政機関等との連携
・地域内の規制等の取り決め

選択したテーマに基づき、地域住民等の理解
を深めるための広報活動等の取組を毎年度１
つ以上実施する。

啓発・普及

活動区分
活動項目 取組番号 取組の内容 活動要件

実践活動

景観形成・生活環
境保全

選択したテーマに基づき、景観形成・生活環
境保全を図るため、植栽等の景観形成活動等
の活動項目を毎年度１つ以上実施する。

水田貯留機能増
進・地下水かん養

選択したテーマに基づき、水田貯留機能増
進・地下水かん養を図るため、水田の貯留機
能向上活動等の活動項目を毎年度１つ以上
実施する。

選択したテーマについて毎年度必ず実施
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取組番号の早見表について（共同）
３　多面的機能の増進を図る活動

活動項目 取組番号 取組の内容 活動要件

遊休農地の有効活用 52
地域内外からの営農者の確保、地域住民による活用、企業と連携
した特産物の作付等、遊休農地の有効活用のための活動を行うこ
と。

鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化 53
鳥獣被害防止のための対策施設の設置や鳥獣緩衝帯の整備・保全
管理、農地周りの藪等の伐採、農地への侵入竹等の防止等、農地
利用や地域環境の改善のための活動を行うこと。

地域住民による直営施工 54
農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境保全施設の設
置、そのための技術習得等、地域住民が参加した直営施工による
活動を行うこと。

防災・減災力の強化 55
水田やため池の雨水貯留機能の活用、危険ため池の管理体制の整
備・強化、災害時における応急体制の整備等、地域が一体となっ
た防災・減災力の強化のための活動を行うこと。

農村環境保全活動の幅広い展開 56

・農地等の環境資源としての役割を活かした、景観の形成、生態
系の保全
・再生等、農村環境の良好な保全に向けた幅広い活動を行うこと
（地域資源の質的向上を図る共同活動において取り組まれる農村
環境保全活動に加えて、１テーマを選択し農村環境保全活動を実
施する対象組織及び４に定める活動を実施する対象組織が対
象）。

やすらぎ・福祉及び教育機能の活用 57

・地域の医療・福祉施設等と連携した、農村環境保全活動への参
画や農業体験等を通じた交流活動等、地域と医療・福祉施設等と
の連携を強化する活動を行うこと。
・地域内外の法人、専門家、教育機関等と連携した農村環境保全
活動への参画や農業体験等を通じた交流活動等、地域資源の有す
るやすらぎや教育の場としての機能増進を図る活動を行うこと。

農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化 58
農村特有の景観や文化を形成してきた伝統的な農業技術、農業に
由来する行事の継承等、文化の伝承を通じた農村コミュニティの
強化に資する活動を行うこと。

広域活動組織における活動支援班による活動の実施 58-２
広域活動組織において、集落をまたいで共同活動を支援すること
を目的として設置された活動支援班が活動を行うこと。

水管理を通じた環境負荷低減活動の強化 58-３

環境負荷低減の取組（長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、江の設
置等、中干し延期）を行うこと。ただし、５割低減の取組と組み
合わせての実施及び長期中干しにおける溝切りの実施の要件は適
用しないものとする。

都道府県、市町村が特に認める活動 59
都道府県が策定した地域活動指針において、地域の多様な実態を
踏まえて追加した活動を行うこと。

広報活動・農村関係人口の拡大 60

多面的機能支払交付金の活動に対する多様な主体の参画の促進や
地域外からの呼び込みによる農村関係人口の拡大のために、パン
フレット、機関誌等の作成・頒布、看板の設置、インターネット
のホームページの開設・更新等の活動を行うこと。

活動区分

多面的機能の増進を図る活動

・任意の実施とし、実施する場合は、活動項
目を選択した上で、毎年度実施するととも
に、広報活動を毎年度実施する。ただし、対象
農用地に要領第１の４の（８）の農業地域類型
区分の「中間農業地域」若しくは「山間農業地
域」が含まれる場合又は要領第１の４の（９）の８
法地域に該当する場合は、広報活動（201）
の実施を必ずしも求めるものではない。
・鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の
強化の取組のために本交付金により取得し
た資格等は、その使用を本活動に限る。

活動計画において、多面的機能支払の増進を図る活動を位置付けている組織は、選択したテーマについて、
毎年度必ず実施してください。 24



取組番号の早見表について（長寿命化）

３　資源向上活動（施設の長寿命化のための活動）

施設区分

水路の補修 61

・水路の破損部分の補修
・水路の老朽化部分の補修
・水路側壁の嵩上げ
・Ｕ字フリューム等既設水路の再布設
・集水桝、分水桝の補修
・ゲート、ポンプ等の補修
・安全施設の補修

・取水施設の補修
・制水弁・空気弁等の補修
・水路法面等の補修

水路の更新等 62

・素掘り水路からｺﾝｸﾘｰﾄ水路への更新
・水路の更新（一路線全体）
・開水路からパイプラインへの更新
・ゲート、ポンプの更新

・安全施設の設置
・制水弁・空気弁等の更新
・水路蓋の設置

農道の補修 63

・農道路肩、農道法面等の補修

・舗装の打ち替え（一部）
・橋梁の補修
・農道側溝の補修

農道の更新等 64

・未舗装農道を舗装（砂利、コンクリート、アスファルト）
・橋梁の更新
・側溝蓋の設置

・土側溝をコンクリート側溝に更新

ため池の補修 65

・洗掘箇所の補修
・漏水個所の補修
・ため池の浚渫

・取水施設の補修
・洪水吐の補修
・安全施設の補修
・管理道路の補修

ため池（付帯施設）の更新等 66
・ため池の更新
・ゲート、バルブの更新

・安全施設の設置

農地に係る施設の補修 100

・暗渠排水、排水口の補修
・給水施設（栓）の補修
・進入路等の補修
・牧柵の補修
・スプリンクラーの補修
・湧水処理施設の補修（令和３年度から追加の取組）

農地に係る施設の更新等 101

・給水施設（栓）の設置
・客土
・進入路等の更新
・草刈り用の小段設置
・スプリンクラーの更新

活動区分
活動項目 取組番号 取組の内容 活動要件

実践活動

水路

原則として工事１件当たり２百万円未満とす
る。

また、都道府県知事が策定する要綱基本方針
に基づき、対象組織が工事１件当たり２百万
円以上の活動を実施する場合、都道府県
又は推進組織が当該活動について技術的
指導を行う。

農道

ため池

農地

に係る施設
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推進活動、総会等の記録について

26

活動期間の最終年度に『地域資源保全管理構想』（Ｐ２７参照）を作成し、市町村へ提出することが要件となっています。
毎年度の推進活動の成果を基に5年後、10年後の農用地、水路等施設など地域資源の保全についての方向性等を記載するように

なっています。

Ａ

Ｂ

Ｃ

農業者に対する意向調査（例）

あいうえお活動組織のアンケート

氏名 年齢

問1：今後の営農について
Ａ．担い手がいる
Ｂ．一部、営農が困難が予想される
Ｃ．営農の見込みが困難
Ｄ．その他
問2：Ｂ、Ｃに回答された方にお伺いします
Ａ．草刈り等の保全は可
Ｂ．草刈り等の保全は不可
Ｃ．その他
問3
問4

地域住民等に対する意向調査（例）

あいうえお活動組織のアンケート

氏名 年齢

問1：植栽活動の場所について
Ａ．今の植栽地
Ｂ．その他
問2：植栽以外で取り組みたい活動
Ａ．生き物調査
Ｂ．田植え体験
Ｃ．その他
問3
問4

アンケートは集計などの整理が必要

ＣＢ

検討会の記録（例）

あいうえお活動組織 役員会 次第

令和○年○月○日（ ）
○○集会所

議題

１．活動の進捗状況について

２・支出の進捗状況について

３．検討会

４．その他

○高齢等による維持困難な農地の対応について
・一斉草刈り後に草刈りを実施しては？－了解
・日当等の手当が必要では？－日当を適応

○地域ぐるみの活動実施について
・今後も全戸に呼びかけ
・無理のない範囲で参加

Ａ

話し合った内容を手書きで
よいので、記録

地域資源の適切な保全管理のための推進活動について、１）～４）を記入してください。

１）保全管理の目標を①～⑥から選んでください。（複数選択可）

○ ①中心経営体との役割分担による保全管理 ④集落間連携や広域的活動による保全管理

②集落営農組織を基礎とした地域ぐるみの保全管理

③地域外の経営体との協力・役割分担による保全管理 ⑥その他

２）今後、地域で取り組んでいくべき保全管理の内容を①～⑤から1項目以上選んでください。

○ ①農地の利用集積に伴う管理作業 ④共同利用施設の保全管理

②高齢農家の農用地に係る管理作業 ⑤その他

③不在村地主等の遊休農地に係る管理作業

３）２）で選んだ内容に取り組むため、今後進めていく活動の方向性を①～⑦から1項目以上選んでください。

○ ①担い手の人材・機材の有効活用、連携強化 ⑤不在村地主との連絡・調整体制の構築

②入り作等の近隣の担い手との協力 ⑥集落間の連携や広域的な活動

③地域住民、土地持ち非農家等を含めた体制づくり ⑦その他

④新たな保全管理の担い手の確保

○

22．有識者等による研修会、検討会の開催

23．その他

４） ２）で選んだ内容に取り組むため、毎年実践する活動を17～23から1項目以上選んでください。

17．入り作農家や土地持ち非農家を含む
　 　農業者の検討会の開催

21．地域住民等に対する意向調査、地
       域住民等との集落内調査

18．農業者に対する意向調査、農業者による現地調査

19．不在村地主との連絡体制の整備、調整等

⑤多様な地域資源管理の担い手による保全管理

20．集落外の住民・組織や地域住民との意見交
       換・ワークショップ・交流会の開催

４） で選択した項目を毎年度実施



（別添）

あいうえお活動組織 地域資源保全管理構想
（令和○年3月作成）

１．地域で保全管理していく農用地及び施設
（１）農用地・・・1,232ａ

（２）水路・・・5.3ｋｍ、農道・・・6.4ｋｍ、ため池・・・2箇所

（３）その他施設等・・・鳥獣害防護柵

２．地域の共同活動で行う保全管理活動
（１）農用地について行う活動・・・1の（1）で計上した範囲を草刈り等保全

（２）水路、農道、ため池について行う活動・・・1の（2）で計上した範囲を一斉草刈り活動等で保全

（３）その他施設について行う活動・・・・1の（3）で計上した施設を関係者で保全

３．地域の共同活動の実施体制
（１）組織の構成員、意思決定方法・・・（例1）町内会で農業者や各種団体と相互に協議し、意思決定する

（例2）各種団体を含め継続して代議員による意思決定後、住民に周知
（２）構成員の役割分担

① 農用地について行う活動・・・農家主体

② 水路、農道、ため池について行う活動・・・非農家を含む地域住民

③ その他施設について行う活動・・・関係者主体

４．地域農業の担い手の育成・確保
（１）担い手農家の育成・確保・・・現在個人営農のみであるが、今後、営農組織について検討する。

（２）農地の利用集積・・・ほ場整備から30年経過しており、再ほ場整備の機運は現在ないが、高齢
者の農地を若い方へ集積できるように話し合う。

５．適切な保全管理に向けて取り組む活動・方策
認定開始年度からの推進活動として検討会を実施した内容を踏まえて以下のとおりに整理。

今後の課題：営農が困難になっていく農地の保全

目指すべき姿：営農の受け皿となる営農組織の設立

取組むべき活動等：早急には営農組織の設立は叶わないが、現在、営農している農地を遊休農用地化としないように努める。営農

ができなくなった際は、景観作物の植栽等で、地域のコミュニティーの場として活用しつつ、農地を保全する。

（1）、（2）：最新の活動計画書から転記
・「認定農用地面積」
・農業用施設の数量（ため池がなければ、項目を削除）
（3）：鳥獣害防護柵、防風林等地域で保全管理する施設があれば記入。なければ、項目を削除

（1）、（2）、（3）：活動の範囲と活動内容を記載
※ため池やその他施設がなければ、項目を削除

（1）：
（例1）終了年度で組織が解散する組織は、従来の地域の取り決めをす

る際の方法を記載。
（例2）終了年度以降、組織が継続する組織は規約に定めた構成員及び

意思決定方法を記載。
（2）：各施設の活動に参加する方を記載
※ため池やその他施設がなければ、項目を削除

（1）：「地域計画」等を基に担い手農家の現状と目標を記載
（2）：「地域計画」等を基に農地集積の現状と目標を記載

認定開始年度からの「推進活動」の実績を基に「今後の課題」、「目指すべき姿」、
「取組むべき活動・方策」を記載

※「取組むべき活動・方策」の例
・組織体制の強化や活動の拡大を図るための広域組織化やＮＰＯ法人化
・農地や施設、地域環境を保全するための農地周辺部の活動拡大や遊休農地の有効利用
・地域を守る取組の魅力を情報発信する活動、活動への新たな参画者を募る活動
・地域の景観・環境の維持等、地域資源の魅力を高め、関心を高める活動

地域資源保全管理構想について

記入例

※鑑文と併せて市町村へ提出

ポイント（令和５年度拡充）地域計画の策定に伴う「地域資源保全管理構想」のみなし規定

地域で作成された「地域計画」に地域資源保全管理構想に準ずる内容が含まれている場合は、それをもって地域資源保全
管理構想を作成したとみなすことができますので、市町村の担当者へご相談ください。
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備品台帳

備考保管場所金額購入年月日品名

事務局15,000H24.6.10デジカメ

使用簿管理集会所450,000H25.4.10自走草刈り機

使用簿管理集会所30,000H27.5.5草刈り機（ＮＯ１）

使用簿管理集会所30,000H27.5.5草刈り機（ＮＯ2）

組織内で備える必要がある資料

あいうえお活動組織 内規（単価表）
制定 令和27年4月1日
改定 令和7年4月1日

【役員報酬】
代 表：○○円
副代表：○○円
書 記：○○円
会 計：○○円
【日当】
草刈り：○○円/時間
事 務：○○円/時間
【借上げ料】
バックホウ：○○円/回
２トン車 ：○○円/回
【旅費】→R７から追加
市内：○○/回
市外：○○ｋｍ/円
県外：実費（交通費、宿泊費）
※単価改定及び上記以外の項目が生じた場合は、
役員会で検討、決定後、総会で報告

使用簿 ※使用後は燃料を満タンで返却

使用後の状況使用者使用日使用機器

刃を一本交換○○H27.8.1自走

良好△△H27.9.20ＮＯ2

良好○○H27.10.16ＮＯ1

※1件が50万円以上の物品購入の場合は、
「財産管理台帳」での管理が必須です。
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機能診断結果の記録
活動組織名：あいうえお活動組織令和○年度

○＝農地維持、資源向上（共同）で実施
●＝異常なし
△＝資源向上（長寿命化）で実施

診断結果（状況）診断場所施設区分実施日

●遊休農用地の発生なし地域全体

農用地

4月19日

○防護柵の倒れ箇所あり○○宅後

○泥の堆積あり地域全体

水路

●漏水等の不具合なし地域全体

△老朽化箇所あり○○－○水路

△土水路に製品必要○○水路

●砂利補充等の不具合なし地域全体

農道 ○見通し確保のための伐採必要△△宅横

△法面の崩れあり○○－○農道

記載例

記載例

記載例

記載例



（様式第１－7号） 農林水産省様式
【活動組織から市町村に提出するもの】 組織名︓

年度 多面的機能支払交付金 金銭出納簿
残高（円）

0
4/1 １.前年度持越 前年度持越金（農地維持・資源向上（共同）） 1 150,000 150,000
4/1 １.前年度持越 前年度持越金（資源向上（長寿命化）） 2 300,000 450,000
4/7 ３.利子等 立替代金 1 50,000 500,000
4/10 ４.日当 草刈り日当 1 100,000 400,000 1 4/10
4/11 ４.日当 植栽苗の購入 1 50,000 350,000 2 4/12
5/30 ４.日当 泥上げ日当 1 50,000 300,000 3 5/29
7/1 ２.交付金 交付金受取（１回目） 1 500,000 800,000
7/1 ３.利子等 立替代金支払い 1 ▲ 50,000 750,000

11/30 ５.外注費 工事委託費 1 100,000 650,000 4 11/20 ○

12/1 ３.利子等 地元負担 1 10,000 660,000
12/2 ７.返還 転用による返還 1 10,000 650,000

支出（円）
領収書
等番号

活動
実施日

備考
長寿命化へ

の活用

○○県○○市○丁目

日付 分類 内  容 区分 収入（円）

金銭出納簿の作成について

①「日付」
日当の支払の場合は領収日を、資材購入などの場合はレシートの日付を記入してください。

②「分類」
購入・リース費は、その他支出として取り扱うこととなりました。

③「内容」
支出の内容を記入してください。

④「区分」
農地維持・資源向上（共同）に係る収支は「１」を、資源向上（長寿命化）に係る収支は「２」を必ず入力してください。

⑤領収書等番号
領収書等の整理番号を記入してください。

⑥「活動実施日」
活動実施日を記入してくだだい。（活動記録の日付と一致させてください。）
なお、エクセル様式では、活動記録で記入した日付のみ選択できるようになっています。

⑦「長寿命化への活用」
農地維持・資源向上（共同）の交付金は、当該活動の要件をクリアしていることを条件に、長寿命化へ流用することができます。
その場合、区分は「１」とし、長寿命化への活用の欄に「○」を記入してください。
ただし、長寿命化の交付金の交付後、農地維持・共同の通帳へ戻すことはできませんので、ご注意願います。

⑧「返還」
転用等の面積減による返還金は交付金からの支出ができません。「相殺交付」又は「自主財源」での処理となります。
相殺交付の場合は、金銭出納簿及び実施状況報告書へ計上は不要です。
自主財源での返還の場合は、金銭出納簿及び実施状況報告書へ計上が必要となります。

１＝前年度持越
２＝交付金
３＝利子等
４＝日当
５＝外注費
６＝その他支出
７＝返還

交付金交付前に活動資金を構成員が一時的に
立て替えて会計口座へ繰り入れた場合は、収入
欄にその立替額を記入してください。

また、返済の際は返済額をマイナスの収入とし
て収入欄に記入し、一時的な立替額が収入/支
出の合計に計上されないようにしてください。
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金銭出納簿の作成について

【集計】   1 農地維持・資源向上（共同）（円） 【集計】 2 資源向上（長寿命化）（円）

収入 支出

１.前年度持越 150,000

２.交付金 500,000

３.利子等 10,000

４.日当 200,000

５.外注費 100,000

６.その他支出

７.返還 10,000

350,000

660,000 660,000

※「分類」には、下表を参考に該当する費目の番号を記入します。（他組織との交付金のやりとりがある場合は、その旨を備考欄に記載）

番号 費目

1 前年度持越

2 交付金

3 利子等

4 日当

5 外注費

6 その他支出

7 返還

７.返還
  次年度への持越（残高）

合  計

項目

１.前年度持越

項目

５.外注費

６.その他支出

２.交付金

３.利子等

４.日当

金額

  次年度への持越（残高）

合  計

収入 支出

金額

300,000

300,000

「４ 日当」、「5 外注費」以外の支出
具体的には、

・資材（砕石、砂利、ｾﾒﾝﾄなど）の購入費、活動に必要な機械（草刈り機など）の購入費、パソコンなどのリース費、車両、機械等の借り上げ費、花の種、
苗代など
・技術指導等のために外部から招く専門家等への謝金、活動に係る旅費、保険料、文具代及び光熱費の費用、アルバイト等への賃金、草刈り機や車の燃料
代、役員報酬、お茶代、加算措置「環境負荷低減の取組に係る支援」の取組を実施する農業者に対する配分など

返還金、他の活動組織への融通額・返還額

300,000 300,000

内　　　容　       （例）

前年度からの持越金

農地維持支払交付金、資源向上支払交付金（共同）、資源向上支払交付金（長寿命化）、他の活動組織からの融通額・返還額

利子等、構成員による活動資金の立替金

活動参加者に対して支払った日当

補修・更新等の工事等（調査、設計、測量、試験等を含む）に係る建設業者等への外注費、事務の外注費など

金銭出納簿の「区分」が「１」の収入／支出をここに集計します。
※エクセル様式では前ページの表から自動集計されます。

金銭出納簿の「区分」が「２」の収入／支出をここに集計します。
※エクセル様式では前ページの表から自動集計されます。

金銭出納簿を利用し監査報告資料とする場合は、
右の文言を記載してください。 令和〇年度の収入支出について監査の結果、適正であったことを認める。

令和 年 月 日 監事 ○○○○ 印
監事 ○○○○ 印 30



【立替処理について】

通帳での残高不足の場合は出納簿上で、不足額を補う金額を収入の欄へ計上。
商店等で購入した領収書を出納簿で整理・・・Ａ
交付金入金後に立替者に支払いし、領収書を作成・・・Ｂ
※町内等から当面の活動費を借用する場合は、借用書等を作成することをおすすめします。

領収書 2
あいうえお活動組織 様

一金 ５０，０００円
但し、草刈り機代

令和〇年4月30日
○○農機店

Ａ 領収書 7
あいうえお活動組織 様

一金 ７０，０００円
但し、4月30日、5月1日立替分（2件）
上記正に領収致しました。

令和〇年11月1日
○○市○○町

島根 太郎

Ｂ
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領収書 3
あいうえお活動組織 様

一金 ２０，０００円
但し、デジカメ代

令和〇年5月1日
○○電気店

Ａ

【日当領収書記入例】

領収書
水路の草刈り活動内容

令和〇年4月12日～10月25日活動実施日

個人の水路草刈り作業整理表参照活動実施時間

5人参加人数

領収日領収サイン領収額（円）氏名

11月1日サイン6,000Ａ

11月3日サイン11,000Ｂ

11月1日サイン12,000Ｃ

11月1日サイン4,000Ｄ

11月1日サイン11,000Ｅ

44,000合計

【作業記録記入例】

個人の水路草刈り作業整理表

令和〇年4月12日～10月25日分

合計時間10月25日9月15日8月20日8月2日7月14日6月25日5月20日4月12日氏名

6時間
10:00～
2時間

10:00～
2時間

9:00～
2時間

Ａ
（農業者以外）

11時間
10:00～
1時間

13:00～
3時間

9:00～
1時間

13:00～
3時間

10:00～
1時間

8:30～
2時間

Ｂ
（農業者）

12時間
9:00～
3時間

13:00～
3時間

8:00～
3時間

9:00～
3時間

Ｃ
（農業者）

4時間
11:00～
1時間

11:00～
1時間

14:00～
2時間

Ｄ
（農業者以外）

11時間
10:00～
2時間

8:00～
4時間

13:00～
3時間

8:30～
2時間

Ｅ
（農業者）

44時間合計

常会等で日当を受け取った際、フル
ネームのサインと領収日を記入して
ください。

一定期間内で実施した活動に日当
等が発生する際は、日当等金額の
根拠資料が必要です。

領収書等の記載例

フルネームのサイン



【請求書について】
○業者からの資材（花苗、水門板など）を購入した際は、内訳がわかる請求書が必要です。
○工事委託の請求書に「工事一式」と記載してあると、請求金額が適正であるか判断ができないため、金額の内訳が
分かる資料を業者へ求めてください。
※業者への振込手数料は工事費とは別で交付金から支出してください。（請求と領収が同額となるように）
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【日当について】
○日当金額は、活動の実績として基本的に活動時間×時間単価で算出します。
○日当の受領は、活動に参加した個人又は各種団体の代表者のフルネームのサインと領収日が必要です。代表者が受領する場合は、
その金額の根拠となる内訳、代表者が活動に参加した方へ日当を渡した際の領収書も一緒に整理してください。

【領収書について】
○領収書の但し書きの記入（使途が分かるように）が必要です。また、手書きで活動日を示しておくと金銭出納簿の
活動日を記入する際の根拠となります。

○あて名は略さずに組織の正式名で記入してもらってください。
○領収書1枚に対し、金銭出納簿は一行で整理してください。

【その他】

○交付金を充てることができない項目についてはＰ34をご参照ください。

○当該年度の活動に係る経費については、次年度の交付金で支出することはできませんので、年度末に支払い忘れが
ないようにご注意してください。

○一部、手持ち現金で管理されている方は、年度末に手持ちの残金を通帳に戻入し、「通帳の残高」と金銭出納簿の
「次年度持越額」と一致しているかを確認してください。

【監査等について】
○組織で選出された監査役の方の監査を受けてください。また、総会において全ての構成員へ監査を含めた報告を
行ってください。

会計処理の注意事項

○自動販売機での購入等、領収書が発行されない支出については、交付金からの支出はできません。

○レシートには組織名を手書き等で記載してください。

【農地維持・共同から長寿命化への流用について】
○農地維持・共同の活動要件をクリアすることを前提に、長寿命化へ流用することができます。ただし、長寿命化交付金交付後
に農地維持・共同の通帳へ戻すことはできませんので、ご注意願います。
○領収書へは、農地維持・共同からの支出額を領収書へ明記してください。



金銭出納簿の「分類」の欄に記載する際は、下表を参考にして番号を記載して下さい。
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多面的機能支払交付金の会計仕分けについて

購入・リースの留意点

・機械や事務機器の購入に当たっては、財産管理や目的外使用防止の徹底が必要であり、利用回数や期間、価格を踏まえ、
リースやレンタルする場合の条件と比較して判断する必要があります。

・購入・リースした機械等を本交付金の目的以外の用途に使用した場合、購入・リースに要した経費を全額返還する必要があ
ることから、適切な管理が求められます。

注１）購入又は長期リースした財産は、金銭出納簿の備考欄へ保管場所を記載すること。ただし、消耗品については、記載の必要はありません。
注２）支出にあたって疑義が生じた場合、速やかに市町村担当者へ相談してください。

内容支出費目番号

前年度からの持越金前年度持越1

農地維持支払交付金、資源向上支払交付金（共同）、資源向上支払交付金（長寿命化）、他の活
動組織からの融通額・返還額

交付金2

利子等、構成員による活動資金の立替金利子等3

活動参加者に対して支払った日当日当4

補修・更新等の工事等（調査、設計、測量、試験等を含む）に係る建設業者等への外注費、事務
の外注費など

外注費5

技術指導等のために外部から招く専門家等への謝金、活動に係る旅費、保険料、草刈り機の替
刃、役員報酬、お茶代など

（令和６年度まで購入・リース費としていた）資材（砕石、砂利、ｾﾒﾝﾄなど）の購入費、活動に必要
な機械（草刈り機など）の購入費、パソコンなどのリース費、車両、機械等の借り上げ費、花の種、
苗代など

その他支出6

返還金、他の活動組織への融通額・返還額返還7



交付金の支出対象とならない経費について

具体例項目番号

・営農活動に必要なポンプの電気代など農業水利施設の運転経費
・営農のための人件費、機械経費、資材等の購入費

農業者の営農活動にかかる経費１

・活動組織の活動と関連しない行事や農業と関連しない祭りに関する費用
・接待費、慶弔費、酒類・つまみの購入費、慰労を目的とした旅費、自治会等の

集会所の備品の購入費、神社への玉串料や奉納品代等

多面的機能の発揮と関連しない経費２

・他団体への寄付・助成
・他団体の経常的運営に必要な経費

他団体への寄付３

・他事業による施設整備・補修等の地元負担他事業の地元負担への充当４

・国、都道府県又は市町村が管理者となっている道路や河川の維持管理の経費
※ただし、地域の慣行として施設管理者の了解のもと、農地や水路等の施設な

どの地域資源の保全管理と一体的に維持管理している施設については対象に
することができる場合があるので、市町村に相談のこと

管理者が決まっている施設の維持管理に要
する経費

５

・活動組織の設立前に必要な事業計画の策定に係る費用自ら実施する必要があるものに要する経費６

[ 本交付金の活動以外又は活動のみに使途の限定が難しいものへの支出 ]
・本交付金の活動と関係性のない食料品、日用品、物品、日当等へ支出している。
・本交付金の活動以外にも使用している事務用品等へ支出している。
・認定農用地の区域外や河川・道路等管理者が別途存在し管理する土地での活動へ支出している。
・活動組織設立以前の活動へ支出している。

※上記に該当する場合、交付金返還の対象となります。ただし、法令等に基づいて管理者が定められた施設を、慣行として活動組織が
水路等の施設と一体的に管理している場合は、共同活動の対象とすることが可能（資源向上支払（長寿命化）は除く。）としていま
す。この場合は、原則として施設管理者との覚書や協議記録簿等の書面により管理区分等を明確にしてください。

注意するべき不適切な実施例
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市町村への提出書類 （提出資料は市町村にお問い合わせください）

必要に応じて提出する書類必ず提出する書類

□ （市町村の求めに応じて）実施状況がわか
る写真

◆ 実施経過報告書
□ 様式第１－１２号（別紙１及び別紙２）

□ 生産記録（参考様式）

実施状況報告書の作成について

• 毎年度、活動の実施経過を取りまとめ、以下の書類を市町村に提出します。

• 提出期日は、活動を実施した年度の１月3１日までです。

• 市町村における確認（書類審査（必要に応じて現地確認））後、実施経過の確認結果が通知されます。

①（「みどり加算」を受ける場合）実施経過の取りまとめ・報告

報告の流れ
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市町村への提出書類 （提出資料は市町村にお問い合わせください）

必要に応じて提出する書類必ず提出する書類

□ （みどり加算を受ける場合、市町村の求めに応じ
て）実施状況がわかる写真

□ その他市町村が求める書類（※３）
・財産管理台帳（様式第1-10号）
・通帳
・領収書
・総会資料及び議事録
・点検及び機能診断記録簿
・研修資料

等

◆ 実施状況報告書
□ 様式第１－8号
□ （みどり加算を受ける場合）別紙１及び別紙２

□ （持越金が当該年度交付金の３割を超え、かつ100万円以上の場合）別紙３
持越金の予定表

◆ 活動記録 （※１）
□ 様式第１－６号

◆ 金銭出納簿 （※２）
□ 様式第１－７号

□ （みどり加算を受ける場合）生産記録（参考様式）

活動期間の最終年度のみ提出する書類

◆ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）チェックシート【R7追加】
 □ 様式第１-11号

◆ 地域資源保全管理構想
□ 別記１－４様式

※１ 農地維持支払交付金については、市町村が事業計画に定められている農用地及び対象施設の保全管理状況の現地確認を行うことから、活動記録の提出は
不要ですが、作成は必要です。

※２ 法人化した組織においては、金銭出納簿の市町村への提出は不要です。

※３ 財産管理台帳（様式第１－10号）、通帳、領収書、総会資料及び議事録は、市町村における確認対象書類です。

• 毎年度の活動終了後、活動の実績を実施状況報告書に取りまとめ、以下の書類を市町村が定める日までに市町村に提出します。

• 提出期日は、活動を実施した翌年度の市町村が定める日までです。

• 市町村における確認（書類審査、現地確認）後、必要に応じ、実施状況の確認結果が通知されます。

②実施状況の取りまとめ・報告

実施状況報告書の作成について
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• 毎年度、活動の内容を取りまとめ、実施経過報告書（様式第１－１２号）を作成します。

※ 様式第１－１２号の別紙１及び別紙２は、様式第１－８号の別紙１及び別紙２と共通です。

やむを得ない理由で取組を実施できなかった場合

多面的機能支払交付金では、原則５年間の活動計画に基づいて５年間継続して活動を実施する必要があり、実施要件を満たさない場合

は、交付を受けた交付金を認定年度に遡って返還（遡及返還）を求める仕組みとなっています。

ただし、自然災害その他やむを得ない理由による場合は返還は免除される規定を設けており、みどり加算については、例えばブロック
ローテーション等地域の営農計画上の事情等により取組を実施できない事情が生じた場合は、市町村に相談し、備考欄に理由を記入してく
ださい。

なお、やむを得ない理由の整理に当たっては、地域において、十分に認識を共有し、合意を図ることが重要です。

該当するものに「■」を記入して
ください。

（みどり加算を受ける場合）実施経過報告書の作成
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• 生産記録（参考様式）を基に活動の内容を取りまとめ、別紙１を作成します。

別紙１ 環境負荷低減の取組への支援（通称：みどり加算）取組面積

「a 活動の計画」は、「活動計画書」の内
容を転記してください。（パソコンで入力
する場合、活動計画書から自動で転記さ
れます。）

・「実施面積」は、畦畔、法面を含まない
本地面積を、小数点以下を切り捨て、整
数で記入してください。

・「実施面積」は、報告年度のみ記入して
ください。

報告年度の実施面積が計画面積を下
回った場合又は１年目の計画面積を下
回った場合、備考欄にその理由を記入し
てください。
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• 生産記録（参考様式）を基に構成員ごとの実施状況を取りまとめます。

・構成員別に記入してください。

・複数人で協力して取り組む場合で、実施面積を該当する
者ごとに分けて書くことができない場合には、氏名欄に該
当する者の氏名を列記してください。

別紙２ 構成員別取組面積
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印の省略可

※市町村によって対応が異なる場合があり

ますので、担当者へご確認ください。

「実施状況報告書の作成について（活動報告）

（様式第1－８号）

【活動組織から市町村に提出するもの】 農林水産省様式

長　様

年度　多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書

□

□

□

○○・・・・・・活動組織

○○　○○

○年○月○日

　多面的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第
５の７及び別紙２の第５の10に基づき、多面的機能支払交付金の実施状況について、別添のとおり報告します。

実施経過報告の時点で全て実施済みで報告しているため、環境負荷低減の取組への支援に係る報告を省略します。

実施経過報告書を見込みで報告しましたが、内容に変更がないため別紙１及び２を省略し生産記録等のみを提出し
ます。

実施経過報告書から変更があったので別紙１及び２のとおり報告します。

（注１）該当する項目の□に■を入れること。

（注３）特定事業実施者の場合、「（別添）多面的機能交付金に係る実施状況報告書」を省略できる。

○○市

（環境負荷低減の取組への支援を受ける場合）

（注２）実施状況経過報告書から変更があった場合は変更があった箇所のみを報告することも可。

実施状況報告書の鑑文です。
次ページからの収支及び活動の報告を添付して市町村へ提出してください。
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提出様式である「金銭出納簿」（様式第1-7)と整合してい
るかご注意ください。
※金銭出納簿を農地維持・共同と長寿命化を別々に作成さ
れている場合は、手入力が必要となります。

支出の部
1.2：支出総額

・農地維持・共同、長寿命化の支出について、金銭出納簿の集計欄
からそれぞれの金額を計上（相殺交付した返還額は含まない）

3：返還
・活動期間内に交付金の使い切りが見込まれない場合の不用額を

計上。
・自主財源による返還額を計上。

4.5：次年度への持越金
・農地維持・共同、長寿命化について、次年度以降の活動等に充当

する計画がある持越額を計上し、備考に理由、時期を記載。
※当該年度交付金の３割を超え、かつ、１００万円以上の持越金が

ある場合は「（別紙３）持越金の使用予定表（農地維持・共同）及び
（長寿命化）」の作成が必要です。

【農地維持・共同の持越額の理由例】
春の泥上げ経費 ・・・次年度の長寿命化へ活用は不可
春の泥上げ経費、水路の更新・・・次年度の長寿命化へ活用も可能
農道舗装経費 ・・・次年度の長寿命化のみ活用可能

収入の部
1.2：前年度繰越金

・農地維持・共同、長寿命化の前年度からの持越額を計上。
3.4：交付金（国費＋地方費）

・農地維持・共同、長寿命化の当該年度に交付された金額を計上。
5：利子等

・地元負担がない場合は、0円。（立替分は、計上不要）
・自主財源による返還額を計上。
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「実施状況報告書」の作成について （活動の報告）

（別添）

１．

２．

３．

４．

５．

１．

２．

３．

４．

５．

支出総額（資源向上（長寿命化））        円

日当

次年度への持越金
（農地維持・資源向上（共同））

       円 来年度の春作業に要する経費に充当

次年度への持越金
（資源向上（長寿命化））

       円 来年度６月の水路補修に要する経費に充当

       円

 合   計          円

支
出
の
部

項  目 金額 備 考

支出総額
（農地維持・資源向上（共同））

      円

日当       円

その他

外注費

その他       円

外注費

返還

＜令和7年度 収支実績  令和8年3月31日現在＞

多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書
組織名称 松江黒田活動組織

 合   計          円

収
入
の
部

項  目 金額 備 考

前年度からの持越金
（農地維持・資源向上（共同））

       円

前年度からの持越金
（資源向上（長寿命化））

       円

農地維持・資源向上（共同）交付金        円

資源向上（長寿命化）交付金        円

利子等



「実施状況報告書」の作成について （活動の報告）

「計画」
・活動計画書で計画した項目に「○」を記入
・計画外の項目に「－」を記入

「実施」
・活動記録で記録された項目に「○」を記入
・計画した項目を実施しなかった場合は「×」を記入し、備考欄に

未実施とした理由を記入（点検の結果の記録等が根拠となります）
・計画が「－」の場合は「－」を記入

※農地維持支払の交付金を受けずに活動を実施した場合も記入してくださ
い。
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【記入例】
計画「○」→実施「○」もしくは「×」
計画「－」→実施「－」
※年１回以上実施する取組の計画「○」→実施「－」または「×」もし

くは「空欄」は要件未達成
※計画「－」→実施「○」の場合は活動計画書の変更届けが必要。
（活動を追加及び変更した場合）

提出様式である「活動記録」（様式第1-6)と整合しているか
ご注意ください。

１． 総会又は運営委員会の実施時期

実施状況について、以下のとおり、総会又は運営委員会を開催し構成員の了解を得ています。

２．組織の広域化・体制強化の状況

下記にあてはまる場合は○を記入してください。

（１）農地維持支払

農地維持支払交付金の交付を受けずに活動を実施した場合も記入してください。

計画 実施

○ ○

○ ○

○ ○

○ ×

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ×

○ ○

○ ○

○ ×

○ ○

○ ×

○ ×

○ ×

８ 水路の泥上げ

点検の結果、破損箇所等が確認されな

かった

地
域
資
源
の
基
礎
的
な
保
全
活
動

た
め
池

13 ため池の草刈り

12 路面の維持

７ 水路の草刈り

２ 年度活動計画の策定

11 農道側溝の泥上げ

農
用
地

４ 遊休農地発生防止のための保全管理 ○ ○

６ 鳥獣害防護柵等の保守管理

９ 水路附帯施設の保守管理 点検の結果、破損箇所等が確認されな

かった

遊休農地解消面積

点検・
計画策定

１ 点検

５ 畦畔・法面・防風林の草刈り

活動区分 活動項目 備考

実
践
活
動

14 ため池の泥上げ 点検の結果、泥の堆積が無かった

15 ため池附帯施設の保守管理

農
道

10 農道の草刈り

３ 事務・組織運営等に関する研修

  機械の安全使用に関する研修

本年度実施

令和６年度実施済

研修

共通 16 異常気象時の対応 異常気象が発生しなかったため未実施

水
路

点検の結果、破損箇所等が確認されな

かった

開催日 令和7年4月6日

広域活動組織 特定非営利活動法人

３． 多面的機能支払交付金に係る事業の成果

活動支援班の設立

 a



【記入例】
計画「○」→実施「○」もしくは「×」
計画「－」→実施「－」
※年１回以上実施する取組の計画「○」→実施「－」または「×」もし

くは「空欄」は要件未達成
※計画「－」→実施「○」の場合は活動計画書の変更届けが必要。
（活動を追加及び変更した場合）

「農村環境保全活動」の実践活動」
については、備考に簡単な活動内容を記載してください。

提出様式である「活動記録」（様式第1-6)と整合し
ているかご注意ください。
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「実施状況報告書」の作成について （活動の報告）

○ ○

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

（２）資源向上支払（共同）

資源向上支払交付金（共同）の交付を受けずに活動を実施した場合も記入してください。

計画 実施

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ×

○ ×

○ ×

○ ×

－ －

－ －

○ ○

－ －

－ －

○ ○

－

－

－

○ ○

活動区分

28 年度活動計画の策定

23 その他

地
域
資
源
の
適
切
な
保
全

管
理
の
た
め
の
推
進
活
動

17 農業者の検討会の開催

活動項目 計画 実施

27 ため池の機能診断

備考

研修

活動区分 活動項目 備考

施
設
の
軽
微
な
補
修

機
能
診
断
・

計
画
策
定

24 農用地の機能診断

25 水路の機能診断

26 農道の機能診断

実
践
活
動

30 農用地の軽微な補修等 機能診断の結果、破損箇所等が確認さ
れなかった

31 水路の軽微な補修等 機能診断の結果、破損箇所等が確認さ

れなかった

22 有識者等による研修会、検討会の開催

19 不在村地主との連絡体制の整備等

20 集落外住民や地域住民との意見交換等

21 地域住民等に対する意向調査等

18 農業者に対する意向調査、現地調査

35 水質保全計画、農地保全計画の策定

36 景観形成計画、生活環境保全計画の策定

37 水田貯留機能増進計画、地下水かん養活動計
画の策定

38 資源循環計画の策定

実
践
活
動

34 生物多様性保全計画の策定

45 植栽等の景観形成活動（景観形成・生活環境保
全） 景観形成のための施設への植栽等

29 機能診断・補修技術等に関する研修

33 ため池の軽微な補修等 機能診断の結果、破損箇所等が確認さ

れなかった

32 農道の軽微な補修等 機能診断の結果、破損箇所等が確認さ

れなかった

農
村
環
境
保
全
活
動

計
画
策
定

啓発・普及 51 啓発・普及活動

「活動計画書」と同じ行数になるよう、この線より上に行を挿入してください。

「計画」
・活動計画書で計画した項目に「○」を記入
・計画外の項目に「－」を記入

「実施」
・活動記録で記録された項目に「○」を記入
・計画した項目を実施しなかった場合は「×」を記入し、備考欄に

未実施とした理由を記入（機能診断の結果の記録等が根拠となり
ます）
・計画が「－」の場合は「－」を記入



計画 実施

－ －

○ ○

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

○ ○

－ －

－ －

計画 実施

実施日

計画 実施

【加算措置に取り組む場合】

環境負荷低減活動
長期中干し
冬期湛水
夏期湛水
中干し延期

江の設置（作溝実施）

活動項目 備考

江の設置（作溝未実施）

55 防災・減災力の強化

58 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの
強化

53 鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化

54 地域住民による直営施工

60 広報活動・農村関係人口の拡大

58-2 広域活動組織における活動支援班による活
動の実施

58-3 水管理を通じた環境負荷低減活動の強化

59 都道府県、市町村が特に認める活動

取組面積
【58-3 水管理を通じた環境負荷低減活動の強化に取り組む場合（該当取組のみ記載）】

57 やすらぎ・福祉及び教育機能の活用

水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への支援

活動区分

多
面
的
機
能
の
増
進
を
図
る
活
動

52 遊休農地の有効活用

56 農村環境保全活動の幅広い展開

農村協働力の深化に向けた活動への支援

1,111

実施面積（右記の内数）

○ ○

全対象水田面積

加算措置

環境負荷低減の取組への支援
別紙１及び別紙２に記入してください。

100 a

a

100 a
0 a
0 a
0 a
0 a

加算措置

120 a

加算措置 備考（参加人数及び内容等を記入）

提出様式である「活動記録」（様式第1-6)と整合
しているかご注意ください。
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「実施状況報告書」の作成について （活動の報告）

58-3水管理を通じた環境負荷低減の活動の強化に

おいては、取組面積の要件はありませんが、実施状
況を把握するため、取組面積を入力してください。

※「農村協働力の深化に向けた活動への支援」は廃
止になりましたが、様式の変更はありません。



（３）資源向上支払（長寿命化）

0.50 Km 0.10 km 0.00 Km 0.20 Km 0.10 km 0.20 Km

以下に当てはまる場合は○を記入してください。
農地中間管理機構の借り受け

甚大な自然災害による特例措置の適用

上記を適用して取り組んだ活動内容

 ※施設名（〇〇水路等）及び具体の活動内容（L=〇〇mの復旧等）を記載すること。
消費税に係る課税事業者の該当の有無

以下の体制強化の取組に当てはまる場合は○を記入してください。
・今年度、新たに構成員が加わった。
・今年度、都道府県等が行うマッチングの仕組みを活用した。

（仕組みを活用して人材を確保できた）

（仕組みを活用したが人材の確保はできなかった）

・今年度、新たに集落内外の人材・団体等（※）と連携して活動した。
  ※学校、企業、農業に関心のある非農業者等

・今年度、新たに土地改良区、JA等に事務を委託した。

計画

左記が水路
の場合、う
ち排水路延
長（km）

○○水路 法面崩壊箇所復旧 （L＝10ｍ）

左記が水
路の場

合、うち
排水路延

○

○

○

実績

調査・
設計等
のみ（km,箇所） 前年度まで

水路 61 水路の補修 水路の破損部分の補修

施設区分 活動項目 内容

延べ数量

本年度 合計

完成数量（km,箇所）

「活動計画書」と同じ行数になるよう、この線より上に行を挿入してください。

○

提出様式である「活動記録」（様式第1-6)と整合し
ているかご注意ください。

活動計画書で行を追加した場合は、同じ行数となるよう行を追加してください。

【完成数量（本年度）】
活動計画書に位置付けた数量のうち､本年度の完成数量を記入します。
（延長は小数点以下２位まで記入します）

※委託の場合は、契約の数量以上か現地で要確認。
自主施工の場合も完成後、現地で数量を確認。

【調査・設計等のみ】

当該年度に工事を行わず、事前準備、資材購入、調
査、設計のみを行った場合は「○」を記入してください。

「実施状況報告書」の作成について （活動の報告）

農地中間管理機構の借り受け農地の有無により判断して下さい。
過年度からの継続保有地も含め、借受、保有、受渡をした全てが対象と
なります。

本交付金の活動組織で該当するケースはほとんど無いと考えられますが、課税
事業者に該当する場合には、市町村が定める様式で「仕入れに係る消費税等相
当額報告書」の提出が必要となります。

述べ数量の延長は、小数点以下２位まで記入してください。
施設単位については、 「水路」、「農道」は「km」 、 「ため池」、「農地」は「箇
所」とします。
「水路」「農道」でゲート等を施工するなど「箇所」単位とすることが一般的なも
のであっても、１箇所＝0.01km」として扱い、「km」単位で記入してください。

客土の単位については、昨年度まで「箇所」または「㎡」での報告としておりま
したが、今年度から「箇所」のみとしますので、ご注意ください。

施工施設が水路の場合、うち排水路を記入してくださ
い。（排水路には、水路のうち排水機能を有する水路
（反復利用等が行われる用排兼用水路を含む）の数量
を記入してください。）

多面的機能支払の第３期対策では、活動組織の体制強化に向けた多様な人材
の参画及び活動組織の広域化や、事務の効率化を推進することとしています。
活動組織の体制強化の取組状況を把握するため、全ての当てはまる項目に
「○」を記入してください。

甚大な自然災害で被災した施設の小規模な被災箇所の補修や復旧等を行った
場合、具体の活動内容と施設名を明らかにして記入してください。
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２．資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）

現地
確認

○

○

○

○

○

○

○

３．資源向上支払交付金（施設の長寿命化を図る活動）

現地
確認

○ ○

活動報告

○

○

施
設
の
軽
微
な
補
修

4月

ため池の軽微な補修等

水路の軽微な補修等 機能診断結果に応じて実施
時期を決定

農道の機能診断

ため池の機能診断

年度活動計画の策定

機能診断･補修技術等
に関する研修

○

○

○

農道の軽微な補修等

研
修

○

－

×

実
践
活
動

機能診断結果に応じて実施
時期を決定

機能診断の結果、破損箇所等
が確認されなかった

－ －

○

○

○ 機能診断の結果、破損箇所等
が確認されなかった

×

×

活動報告の確認

活動内容、数量等 未実施理由

農用地の機能診断 4月

4月

農用地の軽微な補修等 機能診断結果に応じて実施
時期を決定

機能診断の結果、破損箇所等
が確認されなかった

令和2年度〜令和6年度に受
講予定

水路の機能診断 4月

実施計画

水路補修研修会

○

－

○

○ ○

実
践
活
動

景観形成・
生活環境保全
水田貯留機能増進･
地下水かん養

生態系保全

水質保全

－

機
能
診
断
・

計
画
策
定

活動区分 活動項目

農
村
環
境
保
全
活
動

○ 10月 セイタカアワダチソ
ウの駆除

○

資源循環

－ －

－

○ ○

－

6月 ゴミ拾い

－

活動区分 活動項目

実施計画 活動報告 活動報告の確認

活動内容、数量等 未実施理由

水路

農道
実
践
活
動

※参加集落（活動組織）が毎年度それぞれ行おうとする実施計画を運営委員会に提出した後、運営委員会が組織全体として取りまとめた
 実施計画によって実施計画の変更があった場合には、変更箇所が分かるように記入すること。

水路の補修 ○ 漏水箇所の補修 Ｌ＝50ｍ × 令和5年度予定

農道の補修 ○ 法面の補修 Ｌ＝10ｍ ○

【１．農地維持支払（地域資源の基礎的保全活動）】

【２．資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動）】及び【３．資源向上支払（施設の長寿命化を図る活動）】

１．農地維持支払交付金（地域資源の基礎的な保全活動）

現地
確認

点検 ○

年度活動計画の策定 ○

a a

○

○

○

○

○

○

（別記１－５様式第１号）

実
践
活
動

農
用
地

水
路

農
道

－

－

－

×
異常気象がなかったため未実
施

ため池附帯施設の
保守管理

洪水、台風、地震等の発生
後

ため池の泥上げ

－ため池の草刈り
た
め
池

共
通 ○

農道側溝の泥上げ

異常気象時の対応

－

－

○○ ○○

活動報告の確認

遊休農地発生防止の
ための保全管理

点検結果に応じて実施時期
を決定

【遊休農地解消面積】

鳥獣害防護柵等の
保守管理

①運営委員会は参加集落（活動組織）から別途提出される活動記録等により、活動報告の記載内容を確認する。

4月

4月〜9月畦畔･法面･防風林の
草刈り

点検結果に応じて実施時期
を決定

令和2年度〜令和6年度に受
講予定

○

○

× 令和4年度予定

実施計画

○

○

  年度 多面的機能支払交付金に係る
実施計画、活動報告及び運営委員会による活動報告確認票（○○集落）

令和 年 月 日 ○○ ○○

報告者

確認日 令和 年 月 日

○○集落

○○集落
活動
報告

活動報告
の確認

運
営
委
員
会

参
加
集
落
（
活
動
組
織
）

確認者

策定者策定日

報告日 令和 年 月 日

○○運営委員会

②活動報告の内容が適正な場合は「○」を記入する。計画に沿った活動が実施されていない場合は、活動を適正に実施するよう指導し、活動
の実施を確認する。その結果活動要件が満たされた場合は、「○」を記入する。

実施
計画

当該年度に実施する活動について「○」を記入し、活動内容及び数量等を記入する。
実施しない場合は、「－」を記入する。

○○ ○○

当該年度に実施する活動について「○」を記入し、実施予定時期を記入する。
実施しない場合は、「－」を記入する。（研修等、運営委員会が一括して行う場合も「－」を記入する。以下同じ。）

③必要に応じて現地確認を行い、行った場合は現地確認欄に「○」を記入する。

点検結果に応じて実施時期
を決定

点検の結果、破損箇所等が確
認されなかった路面の維持

4月〜9月農道の草刈り

5月

○

○

○

○

×

○

○

×

活動報告

実施予定時期 未実施理由

水路の草刈り

5月水路の泥上げ

4月

4月〜9月○

○

○

○

点検の結果、遊休農地が確認
されなかった

×

○

活動を実施した場合は、活動報告欄に「○」を記入する。なお、活動記録を別途提出する。

活動を実施しなかった場合は、活動報告欄に「×」を記入し、「未実施理由」欄に未実施の理由を記入する。
計画外の項目には「ー」を記入する。

水路附帯施設の
保守管理

点検の結果、破損箇所等が確
認されなかった

点検結果に応じて実施時期
を決定

事務・組織運営に
関する研修、
機械の安全使用に
関する研修

○

○

○

○

○

活動区分 活動項目

点検・
計画策定

研修

活動報告確認票の作成（広域組織のみ）

※各協定の集落の活動報告を運営委員会が確認します。
※各協定の集落の活動、その他参加団体の活動を基に運営委員会が【実施状況報告書】を作成します。
但し、各協定の集落の「計画」・「実施」・「報告」に係る内容を直接、運営委員会が把握している場合は、
その内容を運営委員会で確認すれば、【活動報告確認票】の作成を省略できます。

広域組織は、各協定の集落ごとに活動報告確認票（別記１－5様式第１号）を作成します。

活動報告の確認欄は、活動組織が記入します。
必要に応じて現地確認を行った場合は「○」記入
してください。

実施計画欄及び活動報告欄は、
参加集落が記入します。

活動組織の確認者は、確認対象集落とは
異なる集落の方としてください。
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参加集落又は組織が毎年度それぞれ行おうとする
取組の計画または要望を記入して下さい。

活動組織で調整の結果、活動計画書に位置
づけられた取組には「○」を記入して下さい。
また、計画に位置づけられなかった取組は
「－」などわかるように記入して下さい。



別紙３

　次年度への持越金が当該年度交付金の３割を超え、かつ、１００万円以上である場合に作成。
　算定根拠について、市町村担当者から提出を求められた場合には添付すること。

使用時期 使用内容 算定根拠

10月 B号水路の更新費 1,400,000 円 見積書

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

1,400,000 円

市町村担当者における妥当性の確認欄
確認結果 担当者記名

上記の内容について、妥当であると認める。

持越金の使用予定表
資源向上（長寿命化）

使用予定金額

計

別紙３

　次年度への持越金が当該年度交付金の３割を超え、かつ、１００万円以上である場合に作成。
　算定根拠について、市町村担当者から提出を求められた場合には添付すること。

使用時期 使用内容 算定根拠

４月 各施設の草刈り及び水路の泥上げ経費 400,000 円 今年度実績による

５月 A号農道舗装経費 700,000 円 見積書

円

円

円

円

円

円

円

円

円

1,100,000 円

市町村担当者における妥当性の確認欄

上記の内容について、妥当であると認める。

持越金の使用予定表
農地維持・資源向上（共同）

使用予定金額

計

確認結果 担当者記名

「（別紙３）持越金の使用予定表（農地維持・共同）及び（長寿命化）」
※次年度への持越金が当該年度交付金の３割を超え、かつ、１００万円以上である場合に作成
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使用内容を具体的に記入してください。
※長寿命化の活動へ活用したい場合は、
その旨の記載がないと、長寿命化への活
用は不可です。（Ｐ４１参照）

例：次年度への持越金（農地維持・共同）
１，1００，０００円の場合

例：次年度への持越金（長寿命化）
１，３００，０００円の場合

使用内容を具体的に記入してください。

次年度への持越金（農地維持・共同）以上の金
額となります。
※未満の場合は、不用額としてみなされます。

次年度への持越金（農地維持・共同）以上の金額
となります。
※未満の場合は、不用額とみなされます。

次年度への持越金（長寿命化）以上の金額となり
ます。
※未満の場合は、不用額とみなされます。



【委託の流れ】

１.現地で複数の見積業者へ施工方法などの説明を行ってください。・・・現場説明

※見積り業者から【指名停止に関する申立書】を求めてください。

※委託を行う場合には、３者以上から見積もりを徴収するなど効率的かつ透明性の高い予算執行に努めてください。

なお、３者以上の見積もりが困難な場合は、市町村の見積徴収基準に沿って見積徴収するなど市町村へ相談して

ください。

２.複数の見積書の内容を確認後、業者を決定し、契約書（書面）で契約を交わしてください。

３.工事内容、工期など契約書の内容に変更が生じた場合は、変更契約が必要です。

４.工事完了後、施工業者からの完了届、施工業者が整理した写真整理帳の提出を受けて、現地で施工数量などを確認し

てください。・・・完了検査

５.請求書を確認後、適正であれば支払ってください。

※振込手数料は工事費とは別で交付金から支出してください（請求と領収が同額となるように）

【留意点】

１.契約書の発注者は、正式な組織名で行ってください。

２.契約の変更が生じた場合は、変更内容がわかる資料の整理が必要です。（変更契約）

３.現場での工事完了の確認の際は、必ず、工事の起終点がわかるようにマークをし、その起終点間の数量が契約の数量

と一致しているか確認してください。

４.請求書の金額が適正であるかを確認した上で、業者へ工事代金を支払ってください。

※請求書に「工事一式」だけの記載では、請求金額が適正であるかが確認できません。

工事委託の流れ

【財産管理台帳】

１.施設の更新（舗装、一路線の水路の更新、土水路に製品を敷設など）をした際は、財産管理台帳の作成が必要です。

２.施設の更新をした場合は、施設の所有者である市町村または、改良区へ速やかに譲渡手続きを行ってください。
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令和６年度施工分

令和７年度施工予定

施工現場での留意点

施工箇所の管理について

当該年度に補修等された区間がわかるように起点と終点にマークをしてください。

※委託の場合は、業者の方にマークするように依頼してくだい。

直営施工の場合は、活動組織でマークするようにしてください。

単年度施工についても同様です。
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施工箇所を図面で整理（下図：当初図面の例）

協定の対象となる資源

農用地

開水路

パイプライン

農道

ため池

遊休農地
農村環境向上活動
を実施する範囲

あいうえお活動組織

未舗装農道を舗装（コンクリート） Ｌ＝200ｍ

土水路からコンクリート水路への更新
Ｌ＝30ｍ

土水路からコンクリート水路への更新 Ｌ＝20ｍ

未舗装農道を舗装（コンクリート） Ｌ＝100ｍ



令和○年３月３１日

○○○○市 様

住所 ○○市○○町○番地
組織名 あいうえお活動組織
代表者氏名 会長 多面 太郎

多面的機能支払交付金に係る変更届について

このことについて、活動計画に変更が生じたため別添活動計画
書のとおり届出ます。

【添付資料】
変更後の活動計画書（変更箇所に下線）
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活動計画書の活動項目の追加など変更が生じた場合は変更届が
必要です。（交付金に関わらない変更）

変更の例：○長寿命化の活動の変更

変更の届け出は、次の書類提出に添付してください。
・当該年度の実施状況報告書（届け年月日は3月31日）

代表等の役員の変更、構成員の変更、口座変更、代表の
住所変更が生じた場合も変更届が必要となります。

その際の変更は随時、届け出をお願いします。添付資料
は、変更が生じた資料となります。

変更届について

交付金に係わる重大な変更の場合は、『事業計画の変更
認定申請』の手続きが随時、必要です。

※面積の変更や施設の追加
※活動期間の延長
※農地維持だけの計画で、簡易な補修等をする場合は、

活動の前に手続きが必要

変更認定申請について

変更届けの記入例

※長寿命化の活動で、１件あたり２００万円以上の工事と
なることが明らかになった時点で、工事着工前に「長寿
命化整備計画書」を作成し変更の届けが必要となります。

※「工事1件の考え方」については、Ｐ52参照



変更例：水路の破損部分の補修 ：延べ数量を「500m」 →「400m」に変更
未舗装農道の舗装（アスファルト） ：計画なし →「活動内容」を追加

協定の対象となる資源

農用地

開水路

パイプライン

農道

ため池

遊休農地
農村環境向上活動
を実施する範囲

○○活動組織

未舗装農道を舗装（コンクリート）
R7:1000ｍ

水路の破損部分の補修
R4：100ｍ、Ｒ5：100ｍ、Ｒ6：100ｍ、Ｒ７：100ｍ

変更届について・・・長寿命化の変更例
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【変更の計画書】
年度計画以外の変更箇所に下線

【変更の計画書に添付する位置図】
変更箇所の修正及び施工年度の記載

最終年度は「完成数量」と「延べ数量」が同
数量となるように変更届が必要となります。
※実施状況報告書と延べ数量等が一致す

る必要があります。

多面的機能支払交付金に係る活動計画書

（各単位） （各単位）

Km km

km64　農道の更新等 未舗装農道の舗装（アスファルト） 1.00

活動内容 延べ数量

施設区分 活動項目 内容

左記が水路の場合、うち
排水路延長

水路 61　水路の補修 水路の破損部分の補修 0.40

農道

0.10



Ｃ
１つの取組を分けて実施する場合は、それぞれを
１件として考え、１件ずつ記入して下さい。

延長はkm単位で小数点以下２桁まで記入します。

長寿命化にかかる工事１件の考え方と長寿命化整備計画書作成の有無

・ イメージ図（パターン①から③）は、水路の更新・補修の場合。
あくまでイメージであり、必ずこれによるものではありません。

工事１件の考え方

長寿命化整備計画書の作成が必要な場合

工事１件あたり200万円以上の工事がある場合、該当する工事について「長寿命化整備計画」を
作成し、工事着工前に市町村への提出が必要です。（継続組織も同様です）

長寿命化整備計画書の作成が不要な場合

【工事１件の考え方】
連続しているA,B,C,Dは、4つま
とめて工事１件（A+B+C+D）と
してカウントする。

【長寿命化整備計画書の作成】
上記の考え方から作成が必要。
ただし、１件当たり２百万円以上
の工事を実施したい場合は、ま
ずは他事業による実施を検討
すること。

【工事１件の考え方】
A,B,Cそれぞれ工事１件と
してカウントする。

【長寿命化整備計画書の
作成】
A,B,Cとも作成不要。

【工事１件の考え方】
工事箇所の間隔が離れて
いれば、別工事とする。
よってA,Bそれぞれ工事１
件としてカウントする。

【長寿命化整備計画書の
作成】
A,Bとも作成不要。
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【事業実施期間の終了を迎える組織】

（１）「地域資源保全管理構想」を市町村へ提出・・・Ｐ２７参照
活動期間の最終年度までに作成し、市町村への提出が必要です。

（２）研修会の要件の達成の確認・・・Ｐ１７参照

取り組んでいる活動に応じて、取り組み活動の開始年度から５年目までに１回以上受講が必
要です。
※農地維持－「３ 事務・組織運営等に関する研修、機械の安全使用に関する研修」

共同 －「２９ 機能診断・補修技術等に関する研修」

（３）長寿命化の活動計画書と認定期間内の実績との整合性の確認・・・Ｐ５１参照
長寿命化の活動期間の全実績と活動計画書が同一となるよう整理が必要です。

（４）「環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック） 」を市町村へ提出・・・Ｐ６参照
活動期間の最終年度に作成し、市町村へ提出してください。

活動最終年度における注意事項－１
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（４）持越金等の留意事項

活動最終年度における注意事項－２

再認定申請をする組織
（継続する組織）

再認定申請をしない組織
（一旦終了する組織）

交付金を使い切りで終了
※やむを得ず残額が生じる場合は、必要額を十分精査
のうえ、持越を可能とします。

ただし、持越は、新たな事業計画に基づく実施期間の
初年度の使用予定に基づくものに限るものとし、年間
の長寿命化交付金の３割を上回ることがないように努
めてください。

交付金を使い切りで終了

※利息ありの口座の場合は、３月までに解
約し、解約時の利息も含めて使い切り
で終了してください。

長寿命化の
交付金の持越

地域の合意があり、これまでの実績から、次年度に
交付金を交付されるまでに必要な額のみ持越が可能
です。

その際の持越理由は「次年度の春作業に充当する」
となります。
※年間の農地維持・共同の交付金の３割程度が目安

交付金を使い切りで終了

※利息ありの口座の場合は、３月までに解
約し、解約時の利息も含めて使い切り
で終了してください。

農地維持・共同の
交付金の持越

次年度に相殺交付での返還となります。
（相殺交付ができない場合は、自主財源での返還）次年度に自主財源での返還となります。

１０月以降から年度内
に対象農地の減による
面積変更

再認定申請は、６月末までに市町村へ事業計画書の
提出が必要です。
計画書を作成する際に次の事項を確認してください。

・構成員や保全管理する農地、施設の見直し。
※保全する農地が減となっても、返還にはなりま

せん。
・共同、長寿命化の活動の取り止めができます。
・共同の交付単価が１００％であった組織は７５％に

なります。
・「更なる増進」で加算を継続して交付されたい組織

は、増進の活動を増やすことが条件となります。

再認定申請をしないと判断される前に次の
事項を検討してください。

・再認定ができない理由を市町村に相談

・農地維持のみの取組も可

・近隣の組織と広域化を図る

活動等の見直し
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